
別表１
番号 413
特定事業の名称 救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業
措置区分 省令
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

消防法施行令（昭和36年３月25日政令第37号）第44条第１項、消防法施行規則（昭
和36年４月１日自治省令第６号）第50条

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

消防法施行令第44条に規定する救急隊の編成の基準により、救急隊は、救急自動車
１台及び救急隊員３人以上をもって編成しなければならないが、救急業務の実施に
支障がないものとして総務省令で定める場合には、救急自動車１台及び救急隊員２
人をもつて編成することができることが定められている。
これを受け、現行規定では、救急隊の編成の基準の特例として、消防法施行規則第
50条において、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、
これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車
に同乗している場合とすることが定められている。

特例措置の内容 １．構造改革特別区域法（以下「法」という。）第２条第４項に規定する地方公共団体であっ
て消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項に規定する救急業務を実施するものが、
その設定する法第２条第１項に規定する構造改革特別区域内に設置する消防機関が、
（１）～（３）に規定する要件をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を
図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第４条第２項第２号に掲げ
る特定事業の内容として（１）～（３）に規定する要件に適合することを証する内容を記載
し、かつ、当該要件に適合することを証する書類を添付し、同条第９項の規定による内閣
総理大臣の認定（法第６条第１項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）を申請し、
その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された
消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、消防法施行令（昭和36年政令第37
号）第44条第１項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則（昭和
36年自治省令第６号）第50条に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必
要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合
とすることができる。
（１）緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情

報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病者の傷病の
程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕組みを整備す
るとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立していること。
（２）（１）による識別の結果、１．に定める場合であるとあらかじめ認められ、救急自動車

１台及び救急隊員２人により出動した場合において、救急現場において傷病者の傷病の
程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不測の事態が生じた場合
に、１．の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ定めた基準及び要領に従っ
て、３人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施することができる体制を確保し
ていること。
（３）通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が当該業

務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助言を行うこ
とができる体制を確保していること。
２． １．の規定は、１．の認定を受けた地方公共団体が、救急自動車１台及び救急隊員２
人で出動することにより、傷病者を搬送する上で危険を生ずるおそれがあると判断する場
合については、適用しない。

同意の要件 地方公共団体が提出した構造改革特別区域計画及び添付書類により、上記「特例措置
の内容」に記載されている１．（１）～（３）の内容により、その救急業務の実施において現
行規定によって担保される安全性と同等の安全性が確保されることが確認されること。

特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし



別表１
番号 828
特定事業の名称 運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業
措置区分 省令
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第35条
短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）第27条第２項

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

大学設置基準
第三十五条 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又
はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設ける
ものとする。

短期大学設置基準
第二十七条　(略）
２ 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその
隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものと
する。

特例措置の内容 地方公共団体が、土地の集積が高い等の特別の理由があって、大学及び短期大学の
教育・研究に支障が生じないものとして、内閣総理大臣に認定を申請し、その認定
を受けたときは、運動場を設けることと同等と認められる措置を講じることによ
り、運動場を設けることなく、大学の設置等を行うことができるものとする。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし

※　この特例措置については、平成23年度中を目処に、できるだけ速やかに措置することとなっていま
す。



別表１
番号 829
特定事業の名称 空地にかかる要件の弾力化による大学設置事業
措置区分 省令
特例措置を講ずべき
法令等の名称及び
条項

大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第34条
短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）第27条第１項

特例措置を講ずべき
法令等の現行規定

大学設置基準
第三十四条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息
その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

短期大学設置基準
第二十七条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休
息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
２ 　（略）

特例措置の内容 地方公共団体が、土地の集積が高い等の特別の理由があって、大学及び短期大学の
教育・研究に支障が生じないものとして、内閣総理大臣に認定を申請し、その認定
を受けたときは、学生が休息その他に利用するのに適当な環境を有することによ
り、校地に空地を有することなく、大学の設置等を行うことができるものとする。

同意の要件 特になし

特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし

※　この特例措置については、平成23年度中を目処に、できるだけ速やかに措置することとなっていま
す。



別表１
番号 935
特定事業の名称 伝統的建造物を利用した旅館営業事業
措置区分 省令
特例措置を講ずべき
法令等の名称及び
条項

旅館業法施行令（昭和32年政令第152号）第１条第２項第４号

特例措置を講ずべき
法令等の現行規定

旅館営業の施設については、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他
これに類する設備を有すること。

特例措置の内容 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法（以下「法」という。）第２条
第１項に規定する構造改革特別区域内における旅館営業（旅館業法（昭和23年法律
第138号）第２条第３項に規定する旅館営業をいう。）の施設（以下「旅館営業施
設」という。）が、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第４条第
９項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後
は、旅館業法施行令第２条に規定する厚生労働省令で定める施設は、旅館業法施行
規則（昭和23年厚生省令第28号）第５条第１項に規定する施設のほか、当該認定に
係る旅館営業施設とし、旅館業法施行令第２条に規定する厚生労働省令で定める特
例は、旅館業法施行規則第５条第２項及び第３項に規定するもののほか、旅館業法
施行令第１条第２項第４号に定める基準について、当該認定に係る旅館営業施設に
対して適用しないこととすることができる。
１ 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第144条第１項の規定に基づき文部科学
大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内にあること。
２ 文化財保護法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群を構成している建
築物等（次号において「伝統的建造物」という。）であること。
３ 伝統的建造物としての特性を維持するため、旅館業法施行令第１条第２項第４
号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設
備（次号において「玄関帳場等」という。）を設けることが困難であること。
４ 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持
を図るための措置が講じられていること。
５ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備さ
れていること。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし



別表１
番号 938
特定事業の名称 サービス管理責任者の資格要件弾力化事業
措置区分 告示
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定
めるもの等（平成18年厚生労働省告示第544号）

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

イ　サービス管理責任者は、（１）から（６）までに掲げるサービス管理責任者が
その提供に係る管理を行う障害福祉サービスの区分に応じ、それぞれ（１）から
（６）までに定める要件を満たす者とする。
（１）　生活介護又は療養介護　(一)及び(二)に掲げる要件を満たす者であるこ
と。
(一)　ａ及びｂの期間が通算して５年以上である者、ｃの期間が通算して10年以上
である者並びにａからｃまでの期間が通算して３年以上かつｄの期間が通算して５
年以上である者(以下「実務経験者」という。)であること。
ａ iからviまでに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境
上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に
応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その
他これに準ずる業務に従事した期間
i 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及
び第78条第１項に規定する地域生活支援事業、法附則第26条の規定による改正前の
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第６条の２第１項に規定する障害児相談支援事
業、法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第４条の２第１項に規定する身体障害者相談支援事業、法附則第52条の規定による
改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第４条に規定する知的障害者相談
支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
ii 児童福祉法第12条第１項に規定する児童相談所、身体障害者福祉法第11条第２
項に規定する身体障害者更生相談所、法附則第46条の規定による改正前の精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の２第１項に規定
する精神障害者社会復帰施設、知的障害者福祉法第12条第２項に規定する知的障害
者更生相談所、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第１項に規定する福祉に関
する事務所、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第１項に規定する発
達障害者支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
iii 障害者支援施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第５条の３に規定する老
人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、生活保護法(昭和25年法律
第144号)第38条第２項に規定する救護施設及び同法第３項に規定する更生施設、介
護保険法(平成９年法律第123号)第８条第25項に規定する介護老人保健施設(以下
「介護老人保健施設」という。)、同法第115条の39第１項に規定する地域包括支援
センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
iv　障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第１項に規
定する障害者職業センター、同法第27条第２項に規定する障害者雇用支援セン
ター、同法第34条に規定する障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる
施設の従業者又はこれに準ずる者
v　特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
vi　健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第３項に規定する病院若しくは診療所
の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する
者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行
うために必要な知識及び技術を修得した者と認められる者、dに掲げる資格を有す
る者並びにiからvまでに掲げる従事者及び従業者としての期間が１年以上の者に限
る。)



ｂ　iからvまでに掲げる者であって、社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該
当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の
業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの、児童福祉
法第18条の４に規定する保育士、児童福祉施設 低基準(昭和23年厚生省令第63号)
第43条各号のいずれかに該当するもの又は精神障害者社会復帰施設の設備及び運営
に関する基準(平成12年厚生省令第87号)第17条第２項各号のいずれかに該当するも
の(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があ
ることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他
の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務
その他職業訓練又は職業教育に係る業務(以下「直接支援の業務」という。)に従事
した期間
i　障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室で
あって医療法(昭和23年法律第205号)第７条第２項第４号に規定する療養病床に係
るものその他これらに準ずる施設の従業者
ii　障害福祉サービス事業、老人福祉法第５条の２第２項に規定する老人居宅介護
等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
iii　健康保険法第63条第３項に規定する病院若しくは診療所又は薬局、同法第89
条第１項に規定する訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

iv　障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第１項に規定する子会社、同法第49
条第１項第６号に規定する助成金の支給を受けた事業所その他これらに準ずる施設
の従業者
v　特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者
ｃ　bのiからvまでに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、
直接支援の業務に従事した期間
ｄ　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言
語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養
士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事し
た期間
（二）　略

（２）　児童デイサービス　（一）及び（二）の要件を満たす者であること。
（一）　実務経験者であること
（二）　略
（３）　共同生活介護、自立訓練（生活訓練）（障害者自立支援法施行規則（平成
18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。）第６条の６第２号に規定する自
立訓練（生活訓練）をいう。）、共同生活援助　（一）及び（二）の要件を満たす
者であること。
（一）　実務経験者であること
（二）　略
（４）　自立訓練（機能訓練）（規則第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能
訓練）をいう。）　（一）及び（二）の要件を満たす者であること。
（一）　実務経験者であること
（二）　略
（５）　就労移行支援、就労継続支援Ａ型（規則第６条の10第１号に規定する就労
継続支援Ａ型をいう。）又は就労継続支援Ｂ型（規則第６条の10第２号に規定する
就労継続支援Ｂ型をいう。）　（一）及び（二）の要件を満たす者であること。
（一）　実務経験者であること
（二）　略
（６）　略

特例措置の内容 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において、都道府県知事がサー
ビス管理責任者の確保が困難なことから法に基づく障害福祉サービス事業等の遂行
が困難であると認めた場合に、構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第４
条第９項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、認定を受けることとする。
認定を受けたときは、サービス管理責任者の実務経験年数の要件のうち、通算５年
以上を通算３年以上に、通算10年以上を通算５年以上にそれぞれ短縮する。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし


